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１．道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目

「道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目」（H30.3.12）において、再評価の手法
に係る、重点化・効率化が規定されている。

・「重点審議（従来審議方法）」と「要点審議」に分類し審議を行うことが可能。

前回評価時から、事業を巡る社会経済情勢等の変化が無く、
事業費・事業期間の増加が無い若しくは１０％以内の場合で、
費用対効果分析に関する影響要因の変化等に大きな変化が見られない事業は、
資料作成、費用対効果分析を省略した要点審議とすることができる。

・審議方法については、事業評価監視委員会が決定する。（再評価実施要領 第6の４）
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○事業を巡る社会経済情勢等の変化

　⇒・事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない

　例）地元情勢等の変化がない

○前回評価からの事業費・事業期間の増加

　⇒・事業費の増加

　　 ・事業期間の増加

○前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

　⇒・費用便益分析マニュアルの変更がない

　　 ・需要量等の変化（需要量等の減少が１０％※１以内）

　　 ・周辺ネットワークで新規事業化がない

　⇒下記の要件のうち、一方もしくは両方を満たしている

　　 ・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

　　　（直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％以上）

　　 ・前回評価時の感度分析における下位ケース値が

　　　基準値を上回っている

ケース１ ケース２ ケース３ ケース４

YES

NO

１０％※１超
増加

NO

YESYES

１０％※１以内
増加

増加なし

※１ 感度分析の範囲を参考に記載しているが、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、
その値を使用することができる 2

２．今後の審議方法
再評価の重点化・効率化に係る確認フロー

出典：国土交通省 社会資本整備審議会
道路分科会第17回事業評価部会（H30.8.2）
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３．今後の審議方法
確認後 ケース別の審議区分・資料等の作成方法

出典：国土交通省 社会資本整備審議会
道路分科会第17回事業評価部会（H30.8.2）を一部加筆修正

※１ 感度分析の範囲を参考に記載しているが、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる
※２ 評価手法の変更を伴わないマニュアルの変更（例えば、原単位の時点更新や社会的割引率の変更等）のみの場合、ケース１またはケース２に

準じ、費用対効果分析を省略できる
※３ 事業の進捗状況、進捗の見通しのみを更新、

部分供用等があり「今後の評価に必要なデータの取得が必要な場合」はデータの取得のみ実施
※４ 事業費・事業期間・Ｂ／Ｃ影響要因の変化状況を踏まえ、必要に応じ、資料作成・重点審議を実施

※ 資料・費用対効果分析の省略は、２回以上連続して実施しない

赤字︓加筆・修正箇所

※２

※4 ※4

※3 ※3、4 ※3、4

更新
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４．今後の審議方法
要点審議時の説明資料 （様式・一覧表）

・様式・一覧表に補足資料を付けて審議
・事業費や事業期間の見直しがある場合は、その説明資料を付けて審議
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４．今後の審議方法
要点審議時の説明資料 （補足資料（イメージ））

１．事業概要

２．事業の進捗状況

３．主な事業の整備効果

４．費用対効果分析結果

５．概要図

６．（説明事項）

７．対応方針（原案）
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（参考）国土交通省事務連絡（Ｒ７．２．２７）

ＢＲＡＮＤ ＢＯＯＫ 6



（参考）国土交通省事務連絡（Ｒ７．２．２７）

ＢＲＡＮＤ ＢＯＯＫ 7


